
 

 

 

令和７年度一斉改選 民生委員・児童委員及び主任児童委員 定数配分一覧表 

 

<民生委員・児童委員>                        【再掲】うち主任児童委員 

 

 

行政区 

 

世帯数 

R6.7.1 時点 

 

現行定数 
増減 

()内は区役所・支

所管内の増減調整 

 

新定数 

 
現 行 

定 数 

増減 

(なし) 

新定数 

（変更なし）

 

 

 

 北 57,685 ２２８ ０ ２２８  ３３ ０ ３３ 

上 京 50,519 １９７ ０ １９７  ３６ ０ ３６ 

左 京 88,057 ３３６ ０ ３３６  ４７ ０ ４７ 

中 京 63,424 ２１５ ＋１ 

（２増１減） 
２１６  ３７ ０ ３７ 

東 山 20,816 １１８ ０ １１８  ２１ ０ ２１ 

山 科 65,619 ２１２ ０ ２１２  ２６ ０ ２６ 

下 京 51,170 １９６ ０ １９６  ３８ ０ ３８ 

 南 53,753 １９１ ±０ 

（１増１減） 
１９１  ２７ ０ ２７ 

右 京 100,696 ３４０ ０ ３４０  ４０ ０ ４０ 

西 京 65,336 ２３６ ０ ２３６  ３４ ０ ３４ 

 西 京 44,570 １４５ ０ １４５  ２０ ０ ２０ 

 洛 西 20,766 ９１ ０ ９１  １４ ０ １４ 

伏 見 134,355 ４５９ －１ ４５８  ６７ ０ ６７ 

  伏 見 78,321 ２５８ －１ ２５７  ３８ ０ ３８ 

 深 草 33,347 １０７ ０ １０７  １０ ０ １０ 

 醍 醐 22,687 ９４ ０ ９４  １９ ０ １９ 

合 計 751,430 ２，７２８ ±０ 

※３増３減 

２，７２８  ４０６ ０ ４０６ 

１名当たり 
担当世帯数：
275.5 

１名当たり 
担当世帯数：275.5 

＜本市の条例＞ 
２００以上３００以下の世帯

につき１人の民生委員を置く。 

資料２ 


